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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

  

回      次 第89期中 第90期中 第91期中 第89期 第90期 

会  計  期  間 

自 平成16年 4
月 1日 

至 平成16年 9
月30日 

自 平成17年 4
月 1日 

至 平成17年 9
月30日 

自 平成18年 4
月 1日 

至 平成18年 9
月30日 

自 平成16年 4
月 1日 

至 平成17年 3
月31日 

自 平成17年 4
月 1日 

至 平成18年 3
月31日 

（1）連結経営指標等 

売上高（百万円） 50,576  51,365 51,148 126,339 122,501 

経常利益（百万円） 878 866 529 5,240 4,618 

中間（当期）純利益又は中間
純損失（△）（百万円） 

193 63 △ 2,017 3,105 2,018 

純資産額（百万円） 182,935 190,168 187,915 185,430 195,960 

総資産額（百万円） 239,171 243,225 234,442 246,409 256,660 

１株当たり純資産額（円） 3,204.82 3,322.13 3,225.03 3,244.38 3,385.75 

１株当たり中間（当期）純利
益又は中間純損失(△)（円） 

3.40 1.11 △ 34.83 53.33 34.15 

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

3.38 1.11 － 53.20 33.94 

自己資本比率（％） 76.5 78.2 79.7 75.2 76.4 

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△ 954 3,807 △ 2,321 1,297 3,981 

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△ 1,370 △ 689 2,625 △ 1,395 △ 522 

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△ 1,525 △ 1,021 △ 884 △ 1,906 △ 281 

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円） 

15,178 19,120 19,622 17,024 20,202 

従業員数（人） 4,907 4,736 4,628 4,787 4,651 

（2）提出会社の経営指標等 

売上高（百万円） 46,755 47,801 47,160 117,154 112,790 

経常利益（百万円） 835 799 511 4,851 4,227 

中間（当期）純利益又は中間
純損失（△）（百万円） 

185 44 △ 2,004 2,956 1,865 

資本金（百万円） 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 

発行済株式総数（株） 65,138,117 65,138,117 65,138,117 65,138,117 65,138,117 

純資産額（百万円） 181,145 188,217 184,810 183,495 193,863 

総資産額（百万円） 232,726 237,251 228,023 239,352 249,330 

１株当たり純資産額（円） 3,173.47 3,288.03 3,189.37 3,210.68 3,349.67 

１株当たり中間（当期）純利
益又は中間純損失(△)（円） 

3.25 0.77 △ 34.59 50.89 31.65 

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

3.24 0.77 － 50.76 31.45 

１株当たり配当額（円） 12.00 10.00 10.00 22.00 20.00 

自己資本比率（％） 77.8 79.3 81.0 76.7 77.8 



（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．第91期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であるた

め記載していない。 

３．第89期中の１株当たり配当額12円00銭には、特別配当1円00銭及び創立60周年記念配当2円00銭を含んでいる。 

  また、第89期の１株当たり配当額22円00銭には、特別配当2円00銭及び創立60周年記念配当2円00銭を含んでいる。 

４．純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用してい

る。 

  

  

２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。 

  

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者を含む）であ

る。 

２．連結子会社のうちその他の事業を営む㈱イーペック広島については、重要性が乏しいため、以下の記載については設備工

事業に含めている。 

  

(2) 提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）である。 

    

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はない。 

  

従業員数（人） 4,570 4,391 4,228 4,447 4,289 

平成18年9月30日現在

事業部門等の名称 従業員数（人） 

設備工事業 4,280 

販売事業 87 

全社（共通） 261 

合計 4,628 

平成18年9月30日現在

従業員数（人） 4,228 



第２【事業の状況】 
  

（注）「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。 

  

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、旺盛な設備投資、住宅建設・個人消費の増加など、回復を続けてきた。  

当グループを取り巻く経営環境は、公共投資の縮小、依然として熾烈な受注・価格競争、素材価格等の影響による電設資材

の値上がりなど厳しい状況で推移した。  

このような状況のもとで、当社を中心にグループの総力を挙げて積極的に営業活動を推進した結果、受注高は増加傾向にあ

り、次期以降に向けて明るい兆しが見えてきたが、売上高については、電力設備投資抑制傾向による影響、一般内外線工事の

一部下半期計上等により、連結売上高は、５１１億４千８百万円（前年同期比０.４％減）となった。  

利益については、売上高が減少し、受注競争の激化に伴い工事採算が低下傾向にあるなかで、業務の効率化、設計・施工の

合理化等収益改善に努めるとともに、効率的な資金運用など業績維持のための諸施策を講じて利益確保に努めたが、連結経常

利益は５億２千９百万円（前年同期比３８.９％減）となった。  

また、労働集約型産業である当社にとって、重要な「財産」である知識・技術・技能を保有する「人材」の確保を図り、一

層活力のある職場作りにより企業目標達成に繋げることを目的として、退職金制度を見直し、従業員の退職金・年金に係る新

制度の導入、退職給付水準の変更を当中間期において行い、併せて過去勤務債務の一時償却、退職給付信託の設定を実施した

結果、連結中間純損失は２０億１千７百万円（前年同期は、連結中間純利益６千３百万円）となった。    

  

（設備工事業） 

設備工事業界を取り巻く厳しい経営環境のなか、当社を中心にグループの総力を挙げて積極的に営業活動を推進したが、官

公庁に対する売上高が減少したため、完成工事高は４７４億９千２百万円（前年同期比１.４％減）となった。 

  

（販売事業） 

設備工事業界を取り巻く経営環境が一層厳しい状況で推移したなか、新分野の開拓・新規得意先の獲得など、積極的な営業

活動を推進した結果、売上高は３６億５千５百万円（前年同期比１４.８％増）となった。  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び財務活動による資金の使用が

あったが、投資活動による資金の獲得により、前中間連結会計期間に比べ、５億１百万円（２．６％）増加し、当中間連結会

計期間末残高は１９６億２千２百万円となった。 

   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の非資金項目による加算等があったもの

の、税金等調整前中間純損失により、２３億２千１百万円（前年同期は３８億７百万円の資金の獲得）の資金を使用した。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等があったが、投資有価証券の償

還等による収入等により、２６億２千５百万円（前年同期は６億８千９百万円の資金の使用）の資金を獲得した。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払等により、８億８

千４百万円（前年同期比１３．５％減）の資金を使用した。 

  

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

区分 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日） 
前年同期比 

設備工事業 56,485百万円 60,908百万円 7.8％ 



  

  

(2) 売上実績 

（注）１．当グループでは、設備工事業以外は受注生産を行っていない。 

２．当グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載していない。 

３．主な相手先別の売上実績及び総売上実績に対する割合は、次のとおりである。 

  

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

  

設備工事業における受注工事高及び施工高の状況 

 前中間会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日） 

 当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 前事業年度  （自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

  

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高             （単位：百万円） 

（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額 

区分 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日） 
前年同期比 

設備工事業 48,181百万円 47,492百万円 △ 1.4％ 

販売事業  3,183 3,655 14.8 

合計 51,365 51,148 △ 0.4 

相手先 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日） 

金  額 割  合 金  額 割  合 

中国電力㈱ 12,959百万円 25.2％ 12,552百万円 24.5％ 

期 

別 
工事別 

期首繰越
工事高 

期中受注
工事高 

計 
期中完成
工事高 

期末繰越工事高 
期中施工
高 手持工事

高 

うち施工高 

比率(％) 金額 

前 

中 

間 

会 

計 

期 

間 

配電線工事 22 10,898 10,921 10,770 151 16.6 25 10,789 

発送変電工事 479 958 1,437 785 651 31.1 202 782 

地中線工事 235 929 1,165 390 774 24.8 192 563 

情報通信工事 555 2,908 3,463 1,693 1,770 10.4 184 1,758 

一般内外線工事 34,586 31,097 65,683 26,762 38,920 19.1 7,416 28,174 

空調管工事 8,956 9,329 18,286 7,398 10,887 20.8 2,260 8,437 

計 44,835 56,123 100,958 47,801 53,156 19.3 10,281 50,507 

当 

中 

間 

会 

計 

期 

間 

配電線工事 51 10,595 10,647 10,544 103 20.8 21 10,558 

発送変電工事 696 1,788 2,485 575 1,910 35.2 671 919 

地中線工事 410 735 1,146 472 673 34.7 233 573 

情報通信工事 983 3,423 4,406 1,556 2,850 14.5 413 1,826 

一般内外線工事 34,908 34,429 69,338 25,847 43,491 19.8 8,609 28,964 

空調管工事 10,385 9,454 19,840 8,163 11,676 18.1 2,113 8,686 

計 47,437 60,427 107,865 47,160 60,704 19.9 12,063 51,529 

  

前

事

業

年

度  

  

配電線工事 22 22,321 22,343 22,292 51 15.1 7 22,293 

発送変電工事 479 2,070 2,549 1,852 696 47.0 327 1,974 

地中線工事 235 1,659 1,895 1,484 410 32.3 132 1,598 

情報通信工事 555 5,655 6,210 5,226 983 14.6 143 5,251 

一般内外線工事 34,586 64,034 98,620 63,711 34,908 15.7 5,492 63,200 

空調管工事 8,956 19,652 28,609 18,223 10,385 15.3 1,590 18,592 

計 44,835 115,393 160,228 112,790 47,437 16.2 7,695 112,910 



        を含む。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３．期中施工高は（期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。 

  

② 完成工事高 

（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前中間会計期間 請負金額４億円以上の主なもの
 

松江市            松江市保健医療福祉ゾーン施設工事強電気設備工事 

(財)倉敷中央病院       (財)倉敷中央病院心臓病センター・病棟等新築工事（電気設備工事） 

㈱フジタ           （仮称）フジグラン神辺店新築電気設備工事 

㈱大林組           広島エルピーダメモリ㈱特高受変電設備工事 

㈱大林組           広島エルピーダメモリ㈱Ｅ300第2棟C/R付帯追加工事 

当中間会計期間 請負金額２億円以上の主なもの
 

鹿島建設㈱          山陽新聞社新社屋新築電気設備工事 

日東電工㈱          日東電工㈱尾道事業所新特高変電所建設工事 

シャープ㈱          特高変電所内高圧受電設備（第1期導入分）更新工事 

大興物産㈱          松山大学薬学部校舎新築電気設備工事 

㈲松本組           広江病院東棟改築工事 

  

２．前中間会計期間及び当中間会計期間における完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先は、中国電力㈱のみで

ある。 

  

③ 手持工事高（平成18年9月30日現在） 

（注）手持工事のうち請負金額７億円以上の主なものは、次のとおりである。 

鹿島建設㈱        （仮称）ＨＳＰ岡山2号館新築電気設備工事    平成18年10月完成予定 

戸田建設㈱        （仮称）東戸塚病院（平澤病院）        平成19年 3月完成予定 

                       ・シニアホテル増築工事    

大阪府          警察本部棟新築第2期電気設備工事       平成19年12月完成予定 

清水建設㈱        （仮称）御影プロジェクト新築工事       平成20年 1月完成予定 

清水建設㈱        （仮称）芝浦アイランドＡ3街区新築工事     平成20年 8月完成予定 

                                

期別 得意先 完成工事高 

前中間会計期間 

中国電力㈱ 12,956百万円 27.1％ 

官公庁 3,747 7.8 

一般民間会社 31,096 65.1 

計 47,801 100.0 

当中間会計期間 

中国電力㈱ 12,551 26.6 

官公庁 2,165 4.6 

一般民間会社 32,444 68.8 

計 47,160 100.0 

得意先 手持工事高 

中国電力㈱ 2,658百万円 4.4％ 

官公庁 15,932 26.2 

一般民間会社 42,113 69.4 

計 60,704 100.0 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

  

  

５【研究開発活動】 

  （設備工事業） 

当社は、総合技術力の向上とお客様志向の姿勢を強めていくため、業務の効率化・低コスト化・省力化・安全性の強化・受

注の拡大に貢献する技術開発に取り組んでいる。また、お客様ニーズに基づく高付加価値の商品開発を進め、これをお客様へ

の提案に用い、営業活動に役立てている。  

研究開発体制は、本店の技術主管部長で構成する「技術委員会」において各技術主管部の研究開発テーマを全社的見地に

立って総合調整し、「技術センター」を中心に、研究開発の効率的運用を図っている。  

当中間連結会計期間における研究開発費は、５０百万円であり、各テーマ別の目的、重要課題、研究開発活動内容は、以下

のとおりである。  

(1) エネルギー技術 

コージェネ・燃料電池等の分散型電源関連、太陽光・風力・バイオマス等の新エネルギー関連、排熱・蓄熱利用関連にお

いて、エネルギーの有効活用化に対応すべく研究開発を行っている。当中間連結会計期間の主な研究開発活動としては、風

力発電の適地選定と風況精査を実施し評価にかかる技術の蓄積および電力品質の向上対策の研究のためのフィールド試験が

挙げられる。 

(2) 情報通信技術 

光通信などのインフラ技術、ＶＰＮ（仮想専用線）関連のソフト開発技術、情報ネットワークシステムの構築、地上デジ

タル放送化への対応関連技術、家庭内電灯線を利用した通信技術や受変電設備・蓄熱設備監視制御システムの構築などの研

究開発を行っている。当中間連結会計期間の主な研究開発活動としては、Ｗｅｂ遠隔監視技術を応用・発展したオール電化

集合住宅向けのホームネットワーク構築のうち、光熱費管理システムの開発が挙げられる。 

(3) ソリューション技術 

エネルギー・情報通信・環境のいずれの技術にも必要なコンサルティング、診断・評価技術において、遠隔監視システム

の構築、電気設備劣化診断技術力の強化、快適な住環境を創出するリフォーム技術の確立、送電線の障害樹木伐採支援シス

テムなどの研究開発を行っている。当中間連結会計期間の主な研究開発活動としては、リフォーム事業の提案ツールの評

価・検証および介護施設におけるセンサー検知システムの構築が挙げられる。 

(4) 新工法・新工具技術 

配電設備の維持・修繕作業の安全・効率化・省力化工法関連、電気・空調・給排水設備工事の業務の効率化・省力化関連

に対し、工法・工具の高度化に対応する研究開発を行っている。当中間連結会計期間の主な研究開発活動としては、高天井

建物における成層空調システムの構築が挙げられる。 

  

このほか、省エネ設備等の新製品・新システムの評価・検証を行うとともに、新分野への展開を視野に入れた環境技術にお

いて、廃棄物処理、リサイクル装置、水資源、土壌汚染対策等エコマテリアル製品関連に対し、環境負荷の少ない設備技術、

ＣＯ₂排出量の低減、環境浄化、居住環境の改善に対応すべく調査研究を行っている。 

  

なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われていない。 

  

（販売事業） 

研究開発活動は特段行われていない。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

（設備工事業） 

当中間連結会計期間において前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。また、

新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

  

（販売事業） 

特記事項なし。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

  

(2)【新株予約権等の状況】 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行している。 

種類 発行可能株式総数（株） 

 普通株式 260,000,000 

計 260,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数
（株）（平成18年9月30日） 

提出日現在発行数（株） 

（平成18年12月8日） 
上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内  容 

 普通株式 65,138,117 65,138,117 
東京証券取引所 

(市場第一部） 
－ 

計 65,138,117 65,138,117 － － 

中間会計期間末現在 

（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個）  14,584  14,556 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,458,400 1,455,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 154,500 同  左 

新株予約権の行使期間 平成16年8月1日～平成19年7月31日 同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1株当たり1,545円 

資本組入額   1株当たり  773円 
同  左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使時

においても、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、当社の

取締役または監査役を任期満了

により退任した場合、定年退職

その他正当な理由のある場合に

はこの限りでない。 

② 新株予約権者の相続人は行使

できないものとする。 

③ この他の条件は、第86回定時

株主総会および新株予約権発行

の取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を要する。 
同  左 



（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  

２．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使及び割当対象者の退職等により喪失した数を

それぞれ控除した残数を記載している。 

  

  

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

   

  

（注）当社は、自己株式を7,192,205株（11.04％）所有しているが、上記大株主から除外している。 

  

  

代用払込みに関する事項 － － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×  
１ 

分割（または併合）の比率 

年月日 
発行済株式 
総数増減数(株) 

発行済株式 
総数残高(株) 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額(千円) 

資本準備金残高
（千円） 

平成18年4月1日 

～ 

平成18年9月30日 
－ 65,138,117 － 3,481,905 － 25,148 

(4)【大株主の状況】 

      平成18年9月30日現在

氏名又は名称 住  所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式 
総数に対す 
る所有株式 
数の割合   

（％）

中国電力株式会社 広島市中区小町4-33 24,373,466 37.42 

シービーエヌワイ－サードアベニューインターナシ
ョナルバルファンド 
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 

101CAMEGIE CENTER PRINCETON, NJ 
08540 USA 
（東京都品川区東品川2丁目3-14） 

1,789,700 2.75 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 
（りそな信託銀行㈱再信託分・㈱もみじ銀行退職給 
付信託口） 

東京都中央区晴海1丁目8-11 1,673,900 2.57 

株式会社中国銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

岡山市丸の内1丁目15-20 
（東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイ
  ランドトリトンスクエアＺ棟） 

1,398,619 2.15 

株式会社山陰合同銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

松江市魚町10番地 
（東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイ
  ランドトリトンスクエアＺ棟） 

1,258,481 1.93 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目7-3 1,196,024 1.84 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内2丁目1-1 
（東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイ
  ランドトリトンスクエアＺ棟） 

1,129,465 1.73 

株式会社山口銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

下関市竹崎町4丁目2-36 
（東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイ
  ランドトリトンスクエアＺ棟） 

1,000,279 1.54 

株式会社広島銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

広島市中区紙屋町1丁目3-8 
（東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイ
  ランドトリトンスクエアＺ棟） 

936,180 1.44 

中電工従業員株式投資会 
広島市中区小網町6-12 株式会社 
中電工内 

889,123 1.36 

計 － 35,645,237 54.72 



(5)【議決権の状況】 

①【発行済株式】                                 平成18年9月30日現在 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」は、全て当社保有の自己株式である。 

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には証券保管振替機構名義の株式が600株含まれている。また、「議決権の

数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれている。 

  

②【自己株式等】                                 平成18年9月30日現在 

   

  

２【株価の推移】 

(1)【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     7,192,200 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    57,798,100              577,981 － 

単元未満株式 普通株式     147,817 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数        65,138,117 － － 

総株主の議決権 －              577,981 － 

所有者の氏名  

 又は名称 
所有者の住所 

自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社中電工 広島市中区小網町6番12号    7,192,200 － 7,192,200   11.04 

計 － 7,192,200 － 7,192,200  11.04 

月別  平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

最高（円） 2,275 2,075 1,914 1,892 1,808 1,855 

最低（円） 2,000 1,831 1,730 1,612 1,641 1,649 



第５【経理の状況】 
１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載

している。 

なお、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中

間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載してい

る。 

なお、前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計

期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）及び当中

間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年4月1日から

平成17年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人

トーマツにより中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

現金預金 13,401 11,001 12,581 

受取手形・  

完成工事未収入金等 
※2 25,149 27,836 36,274 

有価証券   4,764 8,795 4,765 

未成工事支出金   13,269 15,133 9,965 

その他   13,482 12,924 16,665 

貸倒引当金   △289 △278 △347 

流動資産合計   69,777 28.7 75,412 32.2  79,905 31.1

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産 ※1 

建物・構築物   17,173 15,829 16,653  

土地 11,577 11,375 11,542 

その他 1,195 29,946 1,207 28,412 856 29,053 

無形固定資産   268 417  358 

投資その他の資産    

投資有価証券 131,373 115,732 137,401 

繰延税金資産   7,469 9,827 5,217 

その他   5,094 5,115 5,236 

貸倒引当金   △705 143,232 △474 130,200 △512 147,343 

固定資産合計   173,447 71.3 159,029 67.8  176,755 68.9

資産合計   243,225 100.0 234,442 100.0  256,660 100.0

     
前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債      

支払手形・  

工事未払金等 
※2 17,154 17,646 24,174 

短期借入金   1,690 1,620 2,050 

未成工事受入金    5,069 6,136 3,269 

完成工事補償引当金    22 16 21 

受注工事損失引当金 181 614 220 

その他    2,403 2,698 4,196 

流動負債合計    26,521 10.9 28,733 12.3  33,933 13.2

Ⅱ 固定負債       

退職給付引当金      24,514 16,738  24,548  



役員等退職慰労引当金     878 887  1,007  
その他   161 168  163  

固定負債合計    25,554 10.5 17,793 7.6  25,719 10.0

  負債合計    52,076 21.4 46,526 19.9    59,652 23.2

        
（少数株主持分）       

  少数株主持分    980 0.4 － －  1,047 0.4

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     3,481 1.4 － －   3,481 1.4

Ⅱ 資本剰余金      37 0.0 － －   78  0.0

Ⅲ 利益剰余金      195,772 80.5 － －   197,154  76.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金      2,552 1.1 － －   6,008 2.4

Ⅴ 自己株式     △11,674 △4.8 － －   △10,763 △4.2

資本合計     190,168 78.2  － －   195,960 76.4

負債、少数株主持分及び  

資本合計 
   243,225 100.0 － －   256,660 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

資本金     － － 3,481 1.4  － －

資本剰余金      － － 84 0.0  － －

利益剰余金      － － 194,498 83.0   － －

自己株式     － － △10,637 △4.5 － －

株主資本合計         － － 187,427 79.9   － －

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額
金 

    － － △549 △0.2  － －

評価・換算差額等合計      － － △549 △0.2   － －

Ⅲ 少数株主持分     － － 1,038 0.4   － －

純資産合計     － － 187,915 80.1   － －

負債純資産合計     － － 234,442 100.0   － －



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 
金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 
金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   51,365 100.0 51,148 100.0   122,501 100.0

Ⅱ 売上原価   46,329 90.2 46,254 90.4   110,023 89.8

売上総利益   5,035 9.8 4,894 9.6   12,477 10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 7,067 13.8 7,241 14.2   14,016 11.5

営業損失（△）   △2,031 △4.0 △2,347 △4.6   △1,538 △1.3

Ⅳ 営業外収益           

受取利息   2,490 2,473 5,258     

その他   441 2,931 5.7 430 2,903 5.7 966 6,225 5.1

Ⅴ 営業外費用         

支払利息   2 3 4     

災害事故関係費   1 10 8    

車両運搬具等処分損   16 － 31    

工具器具等処分損   － 3 －    

支払手数料   8 5 14    

その他 4 33 0.0 2 26 0.1 8 67 0.0

経常利益   866 1.7 529 1.0  4,618 3.8

Ⅵ 特別利益        

貸倒引当金戻入益 － 28 38    

完成工事補償引当金戻入
益 

－ 4 －    

固定資産処分益 ※2 128 170 206    

投資有価証券売却益 0 － 0 

退職給付信託設定益 － 128 0.2 10,266 10,468 20.5 － 244 0.2

Ⅶ 特別損失         

過年度賃金精算額 － － 354    

固定資産処分損 ※3 131 81 167  

減損損失 ※4 616 468 616  

投資有価証券評価損   29 87 29  

過去勤務費用償却   － 12,917 －  

その他   1 779 1.5 － 13,555 26.5 0 1,168 1.0

税金等調整前中間（当期）
純利益又は税金等調整前  
中間純損失（△） 

  216 0.4 △2,557 △5.0   3,694 3.0

法人税、住民税及び事業税   543 81 2,052  

法人税等調整額   △404 139 0.3 △628 △547 △1.1 △445 1,607 1.3

少数株主利益（△）   △13 △0.0 △7 △0.0   △69 △0.1

中間（当期）純利益  

又は中間純損失（△） 
  63 0.1 △2,017 △3.9   2,018 1.6



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

     [中間連結剰余金計算書] 

  

  

     [中間連結株主資本等変動計算書] 

     当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

  
    前中間連結会計期間 
   （自 平成17年4月 1日 
    至 平成17年9月30日）  

      前連結会計年度の 
         連結剰余金計算書 
    （自 平成17年4月 1日 
     至 平成18年3月31日）  

       区   分 
注記  
番号 

        金 額 

        （百万円） 
        金 額 

        （百万円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高   29 29 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 自己株式処分差益 7 7  48 48 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）
残高  

37 78 

   

   

（利益剰余金の部） 
  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 196,340 196,340 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益 63 63 2,018 2,018 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金 571  1,143 

役員賞与金 60 631 60 1,203 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  195,772   197,154 

    

株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 

残高   （百万円） 
3,481 78 197,154 △ 10,763 189,951

中間連結会計期間中

の変動額 

剰余金の配当(注) △ 578 △ 578

役員賞与(注) △ 59 △ 59

中間純損失（△） △ 2,017 △ 2,017

自己株式の取得 △ 3 △ 3

自己株式の処分 5 129 135

株主資本以外の項

目の中間連結会計

期間中の変動額

（純額） 

中間連結会計期間中

の変動額合計  

     （百万円） 

－ 5 △ 2,655 125 △ 2,524

平成18年9月30日  

残高   （百万円） 
3,481 84 194,498 △ 10,637 187,427



（注）平成18年6月定時株主総会における利益処分項目である。 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他  

有価証券  

評価差額金 

平成18年3月31日 

残高   （百万円） 
6,008 1,047 197,007

中間連結会計期間中

の変動額 

剰余金の配当(注) △ 578

役員賞与(注) △ 59

中間純損失（△） △ 2,017

自己株式の取得 △ 3

自己株式の処分 135

株主資本以外の項

目の中間連結会計

期間中の変動額

（純額） 

△ 6,558 △ 9 △ 6,567

中間連結会計期間中

の変動額合計  

     （百万円） 

△ 6,558 △ 9 △ 9,092

平成18年9月30日  

残高   （百万円） 
△ 549 1,038 187,915



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日) 

区   分 
注記 
番号 

金 額 

（百万円） 
金 額 

（百万円） 
金 額 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前中間（当期）純利益  

又は税金等調整前中間純損失（△） 
  216 △ 2,557 3,694 

減価償却費   809 751 1,656 

減損損失   616 468 616 

貸倒引当金の増減額 （減少：△）   △ 56 △ 106 △ 190 

退職給付引当金の増減額  

（減少：△） 
  △ 262 △ 3,897 △ 228 

その他引当金の増減額  

（減少：△） 
  120 268 287 

受取利息及び配当金   △ 2,633 △ 2,632 △ 5,509 

支払利息   2 3 4 

投資有価証券評価損   29 87 29 

有価証券売却損益    （益：△）   △ 2 －  △ 2 

投資有価証券売却損益（益：△）   0 －  0 

有形固定資産処分損益（益：△）   19 △ 84 △ 6 

退職給付信託設定益 － △ 10,266 － 

過去勤務費用償却 － 12,917 － 

過年度賃金精算額 － － 354 

売上債権の増減額  （増加：△）   12,290 8,437 1,165 

未成工事支出金の増減額  

（増加：△） 
  △ 2,862 △ 4,738 △ 152 

仕入債務の増減額  （減少：△）   △ 6,897 △ 6,528 122 

未成工事受入金の増減額  

（減少：△） 
  1,870 2,866 70 

その他   △ 326 712 △ 258 

小   計   2,934 △ 4,298 1,654 

利息及び配当金の受取額   2,417 2,931 4,892 

利息の支払額   △ 2 △ 3 △ 4 

過年度賃金の支払額   － － △ 354 

法人税等の支払額   △ 1,542 △ 951 △ 2,205 

営業活動によるキャッシュ・フロー   3,807 △ 2,321 3,981 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出   △ 100 △ 100 △ 1,100 

定期預金の払出による収入   － 100 900 

有価証券の売却による収入   30 － 30 

有形固定資産の取得による支出   △ 701 △ 451 △ 879 

有形固定資産の売却による収入   159 174 688 

投資有価証券の取得による支出   △ 4,067 △ 32 △ 11,069 

投資有価証券の償還等による収入   4,000 3,000 11,011 

貸付による支出   △ 2,661 △ 2,617 △ 5,628 



  

次へ 

貸付金の回収による収入   2,674 2,668 5,640 

その他   △ 24 △ 116 △ 115 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △ 689 2,625 △ 522 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金純増減額 （減少：△）   △ 610 △ 430 △ 250 

自己株式の取得による支出   △ 5 △ 3 △ 10 

自己株式の売却による収入   170 135 1,128 

配当金の支払額   △ 571 △ 578 △ 1,143 

少数株主への配当金の支払額   △ 5 △ 7 △ 5 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △ 1,021 △ 884 △ 281 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  

（減少：△） 
  2,096 △ 579 3,177 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   17,024 20,202 17,024 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末)  

  残高 
  

 

19,120 19,622 20,202 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  

(1) 連結子会社数 ７社  

  連結子会社名  

 三親電材㈱  

 ㈱興電社  

 ㈱中電工テクノ広島  

 ㈱中電工サービス広島  

 ㈱イーペック広島  

 ㈱岡山エレテック 

 ㈱山口エレテック 

  

１．連結の範囲に関する事項  

(1) 連結子会社数 ９社  

  連結子会社名  

 三親電材㈱  

 ㈱興電社  

 ㈱中電工テクノ広島  

 ㈱中電工サービス広島  

 ㈱イーペック広島  

 ㈱岡山エレテック 

 ㈱山口エレテック 

 ㈱島根エレテック 

 ㈱鳥取エレテック 

  

１．連結の範囲に関する事項  

(1) 連結子会社数 ９社  

連結子会社名は、「第１ 企業

の概況 ４．関係会社の状況」に

記載しているため省略した。  

   

このうち、㈱島根エレテック・

㈱鳥取エレテックについては、当

連結会計年度に設立しており、連

結の範囲に含めている。 

(2) 非連結子会社の名称等 

 非連結子会社名 

 中工開発㈱ 

 ㈱中工設備 

 ㈱中工電設 

 ㈲周南エレテック 

  

(2) 非連結子会社の名称等  

    非連結子会社名  

 中工開発㈱ 

 ㈱中工設備 

 ㈱中工電設 

 ㈱周南エレテック 

  

このうち、㈱周南エレテックに

ついては、当中間連結会計期間に

株式会社に移行した。（旧 ㈲周

南エレテック） 

  

(2) 非連結子会社の名称等  

  非連結子会社名  

 中工開発㈱ 

 ㈱中工設備 

 ㈱中工電設 

 ㈲周南エレテック 

  

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社４社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためである。  

  

  （連結の範囲から除いた理由）  

 同   左  

  

  （連結の範囲から除いた理由）  

非連結子会社４社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためである。 

２．持分法の適用に関する事項  

上記非連結子会社（４社）につ

いては、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲か

ら除外している。 

２．持分法の適用に関する事項  

 同   左  

   

  

２．持分法の適用に関する事項  

上記非連結子会社（４社）につ

いては、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲か

ら除外している。  

  

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項  

連結子会社の中間決算日は、中

間連結財務諸表提出会社と同一で

ある。  

  

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項  

 同   左  

  

３．連結子会社の決算日等に関する

事項  

連結子会社の決算日は連結財務

諸表提出会社と同一である。 



４．会計処理基準に関する事項  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法  

４．会計処理基準に関する事項  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法  

４．会計処理基準に関する事項  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法  

① 有価証券 

その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定している） 

① 有価証券  

 その他有価証券  

 イ．時価のあるもの  

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定している） 

 ① 有価証券  

 その他有価証券  

 イ．時価のあるもの  

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定している） 

ロ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法  

  

 ロ．時価のないもの  

 同   左  

  

 ロ．時価のないもの  

 同   左  

  

② たな卸資産 

イ．未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 ロ．材料貯蔵品 

 a．汎用品 

総平均法による低価法 

 b．汎用品以外  

個別法による低価法  

  

 ② たな卸資産  

 イ．未成工事支出金  

 同   左  

 ロ．材料貯蔵品  

 a．汎用品  

 同   左  

 b．汎用品以外  

 同   左 

 ② たな卸資産 

 イ．未成工事支出金 

 同   左 

 ロ．材料貯蔵品 

 a．汎用品 

 同   左 

 b．汎用品以外  

 同   左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法  

① 有形固定資産  

定率法（ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）は定額法）を採用してい

る。  

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっている。  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法  

 ① 有形固定資産  

 同   左  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法  

 ① 有形固定資産  

 同   左  

   

  

② 無形固定資産  

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ている。  

  

 ② 無形固定資産  

 同   左 

 ② 無形固定資産  

 同   左 

(3) 重要な引当金の計上基準  

 ① 貸倒引当金  

売上債権、貸付金等の貸倒によ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。  

  

(3) 重要な引当金の計上基準  

 ① 貸倒引当金  

 同   左  

   

  

(3) 重要な引当金の計上基準  

 ① 貸倒引当金  

 同   左  

  

 ② 完成工事補償引当金  

完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当中間連結会計期

間末に至る１年間の完成工事高に

 ② 完成工事補償引当金  

 同   左  

   

   

 ② 完成工事補償引当金  

完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当連結会計年度の

完成工事高に対する将来の見積補



対する将来の見積補償額に基づ

いて計上している。  

  

  償額に基づいて計上している。 

   

 ③ 受注工事損失引当金  

当中間連結会計期間末未成工事

のうち損失の発生が見込まれるも

のについて、将来の損失に備える

ため、その損失見込額を計上して

いる。 

 ③ 受注工事損失引当金  

 同   左  

  

 ③ 受注工事損失引当金  

当連結会計年度末未成工事のう

ち損失の発生が見込まれるものに

ついて、将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計上してい

る。  

  

 ④ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上している。  

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から損益処理することと

している。  

  

 ④ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上している。  

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から損益処理することと

している。  

退職給付水準の変更により当中

間連結会計期間に発生した過去勤

務債務は、発生時に一時償却して

いる。  

   

 ④ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。  

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から損益処理することと

している。  

   

  

 ⑤ 役員等退職慰労引当金  

役員・準役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく当

中間連結会計期間末要支給額を計

上している。  

  

 ⑤ 役員等退職慰労引当金  

 同   左  

  

 ⑤ 役員等退職慰労引当金  

役員・準役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上し

ている。 

(4) 重要なリース取引の処理方法  

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

  

(4) 重要なリース取引の処理方法  

 同   左 

(4) 重要なリース取引の処理方法  

 同   左  

  

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項  

 ① 消費税等の会計処理  

消費税等に相当する額の会計処

理は、税抜方式によっている。 

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項  

① 消費税等の会計処理  

 同   左  

  

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項  

① 消費税等の会計処理  

 同   左  

  

   

 ② 中間決算における税額計算  

中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当連結

会計年度において予定している利

益処分による圧縮積立金の積立て

   
     

      
  

    



  

  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

及び取崩しを前提として、当中

間連結会計期間に係る金額を計算

している。  

  

５．中間連結キャッシュ・フロー計 

  算書における資金の範囲  

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。  

  

５．中間連結キャッシュ・フロー計 

  算書における資金の範囲  

 同   左  

  

５．連結キャッシュ・フロー計算書 

  における資金の範囲  

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなる。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

           （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）  

当中間連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会

計基準第5号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9

日）を適用している。  

これまでの資本の部の合計に

相当する金額は、186,877百万円

である。 

なお、当中間連結会計期間に

おける中間連結貸借対照表の純

資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の中間連結財務諸表規則に

より作成している。 

  

          

      

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間まで財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「自己株式の増減額」として表示して

いた「自己株式の取得による支出」は、当中間連結
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会計期間より「自己株式の売却による収入」が生

じたため、「自己株式の取得による支出」として掲

記することとした。  

  

    

   



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

   

  

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

26,887百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

25,008百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

24,574百万円 

 
   ※２ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

る。  

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日の残高に含まれて

いる。  

受取手形       575百万円 

支払手形      44  

  

  

        

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

※１ このうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。  

従業員給料手当 

 3,832百万円 

退職給付費用   292 

役員等退職慰労引当金繰入額 

128 

貸倒引当金繰入額 

                  6 

  

※１ このうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。  

従業員給料手当 

 3,811百万円 

退職給付費用   429 

役員等退職慰労引当金繰入額 

121 

  

※１ このうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。  

従業員給料手当    

7,655百万円 

退職給付費用   591 

役員等退職慰労引当金繰入額 

257 

  

※２ 固定資産処分益の内訳は、次

のとおりである。  

建物・構築物    66百万円 

土地       62 

※２ 固定資産処分益の内訳は、次

のとおりである。  

土地       170百万円 

※２ 固定資産処分益の内訳は、次

のとおりである。  

建物・構築物    68百万円  

土地       137 

       計      128  

  

  
    

    計     206  

※３ 固定資産処分損の内訳は、次

のとおりである。  

建物・構築物   129百万円 

土地        1 

※３ 固定資産処分損の内訳は、次

のとおりである。  

建物・構築物    79百万円 

無形固定資産     1 

※３ 固定資産処分損の内訳は、次

のとおりである。  

建物・構築物   158百万円  

土地         2 

       計      131     計       81 

  

    無形固定資産     7  
 計     167  

  

※４ 減損損失  

当中間連結会計期間において、

当グループは以下の資産グループ

について減損損失を計上してい

※４ 減損損失  

当中間連結会計期間において、

当グループは以下の資産グループ

について減損損失を計上してい

※４ 減損損失  

当連結会計年度において、当グ

ループは以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上している。 



  

  

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）                     

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものである。 

２．普通株式の自己株式の減少は、ストックオプションの権利行使に伴う減少87千株及び単元未満株式の買増請求による減少

0千株である。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

る。  る。 

  
用途  種類  場所  

減損損失
(百万円) 

   
用途  種類 場所 

減損損失
(百万円) 

    
用途 種類 場所 

減損損失
(百万円) 

  

  遊休 
資産  

土地・ 
建物  

山口県 
長門市  

  616 
   事業用 
資産  

土地・
建物  

東京都
大田区
他  

  468 
    遊休 

資産  
土地・
建物  

山口県 
長門市 

  616 
  

当グループは、事業用資産につ

いては管理会計上の区分を基準に

主として営業所単位に、賃貸用資

産及び遊休資産については個別に

グループ化し、減損損失の判定を

行った。 

その結果、上記の遊休資産につ

いては福利厚生施設として使用し

てきたが、運営廃止により遊休状

態となり当連結会計年度末までに

売却が予定されており売却損の発

生が見込まれるため、当該資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（616

百万円）として特別損失に計上し

ている。その内訳は、土地267百

万円、建物349百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額

は、売買契約価額に基づき評価し

ている。 

   

当グループは、事業用資産につ

いては管理会計上の区分を基準に

主として営業所単位に、賃貸用資

産及び遊休資産については個別に

グループ化し、減損損失の判定を

行った。 

その結果、東京本部の事業用資

産の一部については、経営環境の

悪化により、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（468百万円）

として特別損失に計上している。

その内訳は、土地163百万円、建

物305百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額

は、正味売却価額（固定資産税評

価額を基礎に公示価額相当額へ調

整を行った額）により算定してい

る。 

   

当グループは、事業用資産につ

いては管理会計上の区分を基準に

主として営業所単位に、賃貸用資

産及び遊休資産については個別に

グループ化し、減損損失の判定を

行った。 

その結果、上記の遊休資産につ

いては福利厚生施設として使用し

てきたが、運営廃止により遊休状

態となり、当連結会計年度中の売

却による売却損の発生が見込まれ

たため、当該資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（616百万円）とし

て特別損失に計上している。その

内訳は、土地267百万円、建物349

百万円である。 

当該資産の回収可能価額は、売

買契約価額に基づき評価してい

る。 

なお、当該遊休資産は当連結会

計年度末までに既に売却済であ

る。 

  

  株式の種類 

前連結会計年度末

株式数 

（千株） 

当中間連結会計 

期間増加株式数

（千株） 

当中間連結会計 

期間減少株式数

（千株） 

当中間連結会計

期間末株式数

（千株） 

発行済株式 普通株式 65,138 － － 65,138 

自己株式 普通株式 7,277 2 87 7,192 

 決 議 株式の種類 
配当金の  

総額 

１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日  

定時株主総会 
普通株式 578百万円 10円00銭 平成18年3月31日 平成18年6月29日 



  

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）                     

  

次へ 

 決 議 株式の種類 
配当金の  

総額 
配当の原資 

１株当たり

配当額 
基準日  効力発生日 

平成18年11月13日  

取締役会 
普通株式 579百万円 利益剰余金 10円00銭 平成18年9月30日 平成18年12月5日 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係   

（平成17年9月30日現在）

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係  

 （平成18年9月30日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係  

 （平成18年3月31日現在） 

現金預金勘定 13,401百万円 現金預金勘定 11,001百万円 現金預金勘定 12,581百万円 

有価証券勘定 4,764 有価証券勘定 8,795 有価証券勘定 4,765 

流動資産・その他
（現先） 

1,999 流動資産・その他
（現先） 

1,999  
流動資産・その他
（現先）  

3,999 

 小計  20,165    小計 21,796   小計 21,347 

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△1,045 預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△1,145 預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△1,145 

償還期限が３か月を  

超える債券等 
－ 償還期限が３か月を 

超える債券等 
△1,029 

償還期限が３か月を 
超える債券等 

－ 

現金及び現金同等物 19,120 現金及び現金同等物 19,622 現金及び現金同等物 20,202 



      （リース取引関係） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

    
取得価額
相当額 

減価償却
累計額  
相当額 

中間期末
残高  
相当額 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高  
相当額 

 
   
  

取得価額
相当額 

減価償却
累計額  
相当額 

期末残高
相当額   

  
有形固定資
産(その他) 

 運搬具 
2,720 1,365 1,354  

有形固定資
産(その他) 

 運搬具 
3,048 

 
1,337 

  
 1,710 
   

 
有形固定資
産(その他) 

 運搬具 
2,746 1,279 1,467    

  

有形固定資
産(その他) 

 工具器具 
 備品 

634 485 148  

有形固定資
産(その他) 

 工具器具 
 備品 

210 153 56  

有形固定資
産(その他) 

 工具器具 
 備品 

655 539 116   

無形固定
資産  
 ソフト  
 ウェア 

11 3 7 

無形固定
資産  
 ソフト  
 ウェア 

11 5 5

無形固定
資産  
 ソフト  
 ウェア 

11 4 6 

  合計 3,366 1,855 1,510  合計 3,270 1,497 1,773  合計 3,413 1,823 1,590   

   

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

   

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

   

② 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内      538    １年内       501   １年内      506   

  １年超       972    １年超       1,271   １年超     1,083   

  
合 計     1,510  

  
   

合 計      1,773 
  

合 計     1,590 
  

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。  

  

同   左  

  

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定している。  

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     317 

減価償却費相当額   317 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     306 

減価償却費相当額   306 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     628 

減価償却費相当額   628 

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。  

  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同   左  

   

  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略している。  

   

（減損損失について）  

同   左  

（減損損失について）  

同   左  



  

（有価証券関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成17年9月30日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの                         （単位：百万円） 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30～50％下落した銘柄についても定量的な回復可

能性の判断を行い、必要な額の減損処理を行うこととしている。 

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行ったものはない。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                         1,154百万円 

ＭＭＦ等               4,764 

   （注）その他有価証券で時価のないものについて、29百万円（株式）減損処理している。 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの                         （単位：百万円） 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30～50％下落した銘柄についても定量的な回復可

能性の判断を行い、必要な額の減損処理を行うこととしている。 

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行ったものはない。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                         1,086百万円 

社債                   2,997 

ＭＭＦ等               4,768 

   （注）その他有価証券で時価のないものについて、87百万円（株式）減損処理している。 

  

Ⅲ 前連結会計年度末（平成18年3月31日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの                         （単位：百万円） 

  取得原価 
中間連結貸借対照表  

計上額   
差額 

(1) 株式  10,845   25,364 14,518 

(2) 債券          

社債 3,000 3,072 72 

その他 111,997 101,727 △ 10,269 

(3) その他  5 4 △ 0 

合   計  125,848 130,169 4,321 

  取得原価 
中間連結貸借対照表  

計上額   
差額 

(1) 株式  4,499   13,024 8,525 

(2) 債券          

社債 3,000 3,040 40 

その他 108,997 99,552 △ 9,445 

(3) その他  5 5  0 

合   計  116,501 115,622 △ 879 

  取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

(1) 株式   11,060 32,462 21,401 

(2) 債券       

社債 3,000 2,990 △ 9 

その他 111,997 100,750 △ 11,247 



（注）減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30～50％下落した銘柄についても定量的な回復可能性

の判断を行い、必要な額の減損処理を行うこととしている。 

   なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行ったものはない。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                        1,143百万円 

ＭＭＦ等              4,765 

    （注）その他有価証券で時価のないものについて、29百万円（株式）減損処理している。 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

当グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を行って

いないため、該当事項はない。 

  

  

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める設備工事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略した。 

  

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める設備工事業の割合がいずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略した。 

  

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

在外連結子会社がないため、記載していない。 

  

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

在外連結子会社がないため、記載していない。 

  

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

海外売上高がないため、記載していない。 

  

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

海外売上高がないため、記載していない。 

  

  

（１株当たり情報） 

(3) その他 5 5  0 

合   計 126,062 136,207 10,144 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額  3,322.13円 １株当たり純資産額  3,225.03円 １株当たり純資産額  3,385.75円 

１株当たり中間純利益    1.11円 １株当たり中間純損失   34.83円 １株当たり当期純利益  34.15円 



  

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりである。 

  

  

（重要な後発事象） 

  

  

潜在株式調整後  

１株当たり中間純利益   1.11円 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、１株当

たり中間純損失であるため記載し

ていない。  

  

潜在株式調整後  

１株当たり当期純利益 33.94円

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
 至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
 至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
 至 平成18年3月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益又

は中間純損失 
      

中間（当期）純利益又は中間純

損失（△）     （百万円） 
63  △ 2,017 2,018 

普通株主に帰属しない金額  

           （百万円） 

（うち利益処分による役員賞与金 

          （百万円）） 

         －  

    

      （－） 

         －  

    

      （－） 

       59  

       

      （59） 

普通株式に係る中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）  

       （百万円） 

63 △ 2,017 1,958 

普通株式の期中平均株式数    

（千株） 
57,206     57,932 57,362 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益    
                              

中間（当期）純利益調整額    

（百万円） 
         －          －          － 

普通株式増加数    （千株） 

（うち新株予約権   （千株）） 

   274  

      （274） 

  －  

      （－） 

    355  

      （355） 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

   

          

   

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

            平成18年5月10日開催の提出会社

の取締役会において、従業員の退職

金・年金に係る新制度の導入および

退職給付水準の変更を決議した。こ

れにより、過去勤務債務約137億円

の発生が見込まれる。 

なお、過去勤務債務については翌

連結会計年度において一時償却を行

うこととしている。 

  

   



  

(2)【その他】 

 該当事項なし 

  

  

  

  

  

  



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末  
（平成17年9月30日） 

当中間会計期間末  
（平成18年9月30日） 

前事業年度の  

要約貸借対照表  

（平成18年3月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％） 

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％） 

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

現金預金   12,841 10,207     11,854     

受取手形 ※3 7,037 8,478     6,990     

完成工事未収入金   15,368 16,199     24,540     

有価証券   4,764 8,795     4,765     

未成工事支出金   11,234 13,239     8,542     

材料貯蔵品   227 229     229     

その他   13,560 13,094     16,976     

貸倒引当金   △264 △249     △304     

流動資産合計    64,772 27.3 69,994 30.7  73,594 29.5

Ⅱ 固定資産                

有形固定資産 ※1             

建物・構築物   16,837 15,514     16,328     

土地   11,461 11,259     11,426     

その他   1,135 1,131     796     

計   29,434 27,905     28,551     

無形固定資産   248 345     283     

投資その他の資産             

投資有価証券   128,269 115,459     134,120     

繰延税金資産   7,312 9,662     5,057     

その他   7,837 5,058     8,153     

貸倒引当金   △623 △401     △429     

計   142,795 129,778     146,901     

固定資産合計   172,478 72.7 158,029 69.3  175,736 70.5

資産合計   237,251 100.0 228,023 100.0  249,330 100.0

    
前中間会計期間末  
（平成17年9月30日） 

当中間会計期間末  
（平成18年9月30日） 

前事業年度の  

要約貸借対照表  

（平成18年3月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％）

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％）

金 額  

（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

支払手形   436     182     259     

工事未払金   15,911     16,364     22,498     

未払法人税等   134     110     907     

未成工事受入金   5,053     6,102     3,256     

完成工事補償引当金   22     17     21   

受注工事損失引当金   181     614     220     



その他 ※4 2,033     2,346     2,915     

流動負債合計    23,772 10.0 25,738 11.3  30,080 12.0

Ⅱ 固定負債                      

退職給付引当金   24,350   16,554   24,362     

役員等退職慰労引当金   775   776   887     

その他   135   143   137     

固定負債合計    25,261 10.7 17,474 7.7  25,386 10.2

負債合計    49,034 20.7 43,212 19.0  55,467 22.2

                  

（資本の部）                 

Ⅰ 資本金    3,481 1.5 － －  3,481 1.4

Ⅱ 資本剰余金      

資本準備金   25 － 25  

その他資本剰余金   12 － 53  

資本剰余金合計   37 0.0 － －  78 0.0

Ⅲ 利益剰余金      

利益準備金   870 － 870  

任意積立金   185,013 － 185,013  

中間(当期)未処分利益   7,957 － 9,206  

利益剰余金合計    193,841 81.7 － －  195,090 78.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金    2,531 1.0 － －  5,975 2.4

Ⅴ 自己株式    △11,674 △4.9 － －  △10,763 △4.3

資本合計    188,217 79.3 － －  193,863 77.8

負債資本合計    237,251 100.0 － －  249,330 100.0

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本     

資本金    －  －  3,481 1.5  －  －

資本剰余金    

資本準備金   － 25 －  

その他資本剰余金   － 59 －  

資本剰余金合計    －  － 84  0.0  －  －

利益剰余金    

利益準備金   － 870 －  

その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金   － 1,679 －  

別途積立金   － 183,400 －  

繰越利益剰余金   － 6,507 －  

利益剰余金合計    －  － 192,457 84.4  －  －

自己株式    －  － △10,637 △4.6  －  －

株主資本合計   － － 185,386 81.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金 

   －  － △575 △0.3  －  －

評価・換算差額等合
計 

   － － △575 △0.3  － －



  

純資産合計    － － 184,810 81.0  － －

負債純資産合計    － － 228,023 100.0  － －



②【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

区   分 
注記  
番号 

金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 
金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 
金 額 

（百万円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高     

完成工事高   47,801 100.0   47,160 100.0 112,790 100.0

Ⅱ 売上原価     

完成工事原価   43,810  91.7   43,298  91.8 102,919 91.2

売上総利益     

完成工事総利益   3,990  8.3 3,861  8.2 9,871 8.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,102 12.7 6,242 13.2 12,050 10.7

営業損失（△）   △2,111 △4.4 △2,380 △5.0 △2,179 △1.9

Ⅳ 営業外収益     

受取利息   30     40     68 

その他 ※1 2,901 2,932 6.1 2,866 2,907 6.1 6,383 6,451 5.7

Ⅴ 営業外費用    20  0.0 15  0.0 44 0.1

経常利益    799 1.7 511 1.1 4,227 3.7

Ⅵ 特別利益 ※2   128  0.2 10,453  22.1 259 0.2

Ⅶ 特別損失 
※3,
※5 

  779  1.6 13,555  28.7 1,168 1.0

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△） 

   149 0.3 △2,590 △5.5 3,319 2.9

法人税、住民税及び  

事業税 
  516 51 1,876 

法人税等調整額   △410 105 0.2 △637 △586 △1.3 △421 1,454 1.2

中間（当期）純利益  

又は中間純損失（△） 
  44 0.1   △2,004 △4.2 1,865 1.7

前期繰越利益   7,913 － 7,913 

中間配当額   － － 572 

中間（当期）未処分利
益 

  7,957   － 9,206 



③【中間株主資本等変動計算書】 

          当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

  

次へ 

株 主 資 本 

評価・

換算  

差額等 

純資産 

合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己  

株式  

株主資本

合計 

その他

有価証

券評価

差額金  

資本 
準備金

その他
資本  
剰余金 

利益  
準備金 

その他利益剰余金 

固定資産
圧縮  
積立金 

別途  
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日 

残高   （百万円） 
3,481 25 53 870 1,613 183,400 9,206 △10,763 187,887 5,975 193,863

中間会計期間中の 

変動額 

平成18年6月29日 

開催の定時株主総会

の決議事項 

0 △629 △628 △628

剰余金の配当 △578 △578 △578

役員賞与 △50 △50 △50

固定資産圧縮積立

金の積立 
75 △75 － －

固定資産圧縮積立

金の取崩 
△74 74 － －

固定資産圧縮積立金

の積立 
81 △81 － －

固定資産圧縮積立金

の取崩 
△15 15 － －

中間純損失（△） △2,004 △2,004 △2,004

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 5 129 135 135

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△6,551 △6,551

中間会計期間中の  

変動額合計  

     （百万円） 

－ － 5 － 66 － △2,699 125 △2,501 △6,551 △9,052

平成18年9月30日  

残高   （百万円） 
3,481 25 59 870 1,679 183,400 6,507 △10,637 185,386 △575 184,810



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間  

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法  

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

 ② その他有価証券 

  イ．時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定している） 

  ロ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  

１．資産の評価基準及び評価方法  

(1) 有価証券  

 ① 子会社株式  

同   左  

 ② その他有価証券  

  イ．時価のあるもの  

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定している） 

  ロ．時価のないもの  

同   左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同   左 

 ② その他有価証券 

  イ．時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している） 

  ロ．時価のないもの 

同   左  

  

(2) たな卸資産 

 ① 未成工事支出金 

 個別法による原価法 

 ② 材料貯蔵品 

 イ．汎用品  

  総平均法による低価法  

 ロ．汎用品以外  

  個別法による低価法  

  

(2) たな卸資産  

 ① 未成工事支出金  

同   左  

 ② 材料貯蔵品  

 イ．汎用品  

同   左  

 ロ．汎用品以外  

同   左 

(2) たな卸資産  

 ① 未成工事支出金  

同   左  

 ② 材料貯蔵品  

 イ．汎用品  

同   左  

 ロ．汎用品以外  

同   左 

２．固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）を採

用している。  

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっている。  

  

２．固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産  

同   左  

  

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同   左 

(2) 無形固定資産  

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ている。  

  

(2) 無形固定資産  

同   左 

(2) 無形固定資産 

同   左 

３．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒によ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上している。  

  

３．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金  

同   左  

  

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同   左  

  

(2) 完成工事補償引当金  (2) 完成工事補償引当金  (2) 完成工事補償引当金 



完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当中間会計期間末

に至る１年間の完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づいて計

上している。  

  

同   左  

   

  

完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当事業年度の完成

工事高に対する将来の見積補償額

に基づいて計上している。  

(3) 受注工事損失引当金  

当中間会計期間末未成工事のう

ち損失の発生が見込まれるものに

ついて、将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計上してい

る。  

  

(3) 受注工事損失引当金  

同   左  

   

  

(3) 受注工事損失引当金  

当事業年度末未成工事のうち損

失の発生が見込まれるものについ

て、将来の損失に備えるため、そ

の損失見込額を計上している。  

(4) 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上している。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしてい

る。 

  

(4) 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上している。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしてい

る。 

退職給付水準の変更により当中

間会計期間に発生した過去勤務債

務は、発生時に一時償却してい

る。  

  

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしてい

る。  

  

(5) 役員等退職慰労引当金  

役員・準役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく当

中間会計期間末要支給額を計上し

ている。  

  

(5) 役員等退職慰労引当金  

同   左 

(5) 役員等退職慰労引当金 

役員・準役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく当

事業年度末要支給額を計上してい

る。 

４．リース取引の処理方法  

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

  

４．リース取引の処理方法  

同   左 

４．リース取引の処理方法  

同   左 

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項  

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等に相当する額の会計処

理は、税抜方式によっている。  

  

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

同   左 

５．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

同   左  

  

(2) 中間決算における税額計算             

         



  

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

会計処理の変更 

  

  

次へ 

中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している利益処分に

よる圧縮積立金の積立て及び取崩

しを前提として、当中間会計期間

に係る金額を計算している。  

  

前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

           （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）  

当中間会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準

第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用し

ている。  

これまでの資本の部の合計に

相当する金額は、184,810百万円

である。 

なお、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部

については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

いる。 

  

          

      



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

  

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前事業年度末 

（平成18年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

26,120百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

24,218百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額  

23,789百万円 

 

 ２ 偶発債務（保証債務）  

連結子会社の高所作業車のリ

ース契約に対し、次の債務保証

を行っている。  

㈱中電工テクノ広島  

0百万円

                          
                    

         

  
※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。 

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれている。  

受取手形         495百万円 

  

  

   

    

    
   

        

※４ 消費税等の取扱い    

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してい

る。  

  

※４ 消費税等の取扱い   

   同   左  

  

        

      

前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

※１ 営業外収益「その他」のうち

主要なものは次のとおりであ

る。  

有価証券利息  2,459百万円 

  

※１ 営業外収益「その他」のうち

主要なものは次のとおりであ

る。  

有価証券利息  2,432百万円 

  

※１ 営業外収益「その他」のうち

主要なものは次のとおりであ

る。  

有価証券利息   5,191百万円 

※２ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりである。  

固定資産処分益  

 建物・構築物   66百万円 

 土地      62 

※２ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりである。  

退職給付信託設定益  

    10,266百万円 

  

      

  

 計      128            

  

  

※３ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。  

固定資産処分損  

 建物・構築物  129百万円 

 土地       1 

※３ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。  

過去勤務費用償却額  

12,917百万円 

減損損失     468  

 ※３ 特別損失のうち主要なもの

は次のとおりである。 

減損損失     616百万円  

   



  

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は、ストックオプションの権利行使に伴う減少87千株及び

単元未満株式の買増請求による減少0千株である。 

  

 計      131        

減損損失     616 

投資有価証券評価損 

29 

   

    

４ 減価償却実施額  

有形固定資産   750百万円 

無形固定資産   36   

   

４ 減価償却実施額  

有形固定資産   618百万円 

無形固定資産   47 

４ 減価償却実施額  

有形固定資産  1,422百万円  

無形固定資産   73 

※５ 減損損失  

当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上している。  

※５ 減損損失  

当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上している。 

※５ 減損損失  

当期において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計

上している。 

  
用途  種類  場所  

減損損失
(百万円) 

    
用途  種類 場所 

減損損失
(百万円) 

   
用途 種類 場所 

減損損失
(百万円) 

  

  遊休 
資産  

土地・ 
建物  

山口県 
長門市  

  616 
    事業用 

資産  
土地・
建物  

東京都
大田区
他  

  468 
   遊休 
資産  

土地・
建物  

山口県 
長門市 

  616 
  

当社は、事業用資産については

管理会計上の区分を基準に主とし

て営業所単位に、賃貸用資産及び

遊休資産については個別にグルー

プ化し、減損損失の判定を行っ

た。 

その結果、上記の遊休資産につ

いては福利厚生施設として使用し

てきたが、運営廃止により遊休状

態となり当事業年度末までに売却

が予定されており売却損の発生が

見込まれるため、当該資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（616百万

円）として特別損失に計上してい

る。その内訳は、土地267百万

円、建物349百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額

は、売買契約価額に基づき評価し

ている。 

当社は、事業用資産については

管理会計上の区分を基準に主とし

て営業所単位に、賃貸用資産及び

遊休資産については個別にグルー

プ化し、減損損失の判定を行っ

た。 

その結果、東京本部の事業用資

産の一部については、経営環境の

悪化により、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（468百万円）

として特別損失に計上している。

その内訳は、土地163百万円、建

物305百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額

は、正味売却価額（固定資産税評

価額を基礎に公示価額相当額へ調

整を行った額）により算定してい

る。 

   

当社は、事業用資産については

管理会計上の区分を基準に主とし

て営業所単位に、賃貸用資産及び

遊休資産については個別にグルー

プ化し、減損損失の判定を行っ

た。  

その結果、上記の遊休資産につ

いては福利厚生施設として使用し

てきたが、運営廃止により遊休状

態となり、当期中の売却による売

却損の発生が見込まれたため、当

該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失（616百万円）として特別損失

に計上している。その内訳は、土

地267百万円、建物349百万円であ

る。 

当該資産の回収可能価額は、売

買契約価額に基づき評価してい

る。 

なお、当該遊休資産は当期末ま

でに既に売却済である。 

  

 株式の種類 
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式 7,277 2 87 7,192 



  

（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引  

（単位：百万円） 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

    
取得価額
相当額 

減価償却
累計額  
相当額 

中間期末
残高  
相当額 

    
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高  
相当額 

   
取得価額
相当額 

減価償却
累計額  
相当額 

期末残高
相当額 

 

  

有形固定資
産(その他) 

 車両運搬 
 具 

2,653 1,322 1,330    

有形固定資
産(その他)  

 車両運搬  
 具 

2,977 1,303 1,674   

有形固定資
産(その他) 

 車両運搬 
 具 

2,706 1,257 1,448  

有形固定資
産(その他) 
 工具器具 
 ・備品 

493 392 101
有形固定資  
産(その他)  
 工具器具  
 ・備品 

25 23 1
有形固定資
産(その他) 
 工具器具 
 ・備品 

470 428 41 

  

無形固定  

資産  

 ソフト  

 ウェア 

5 3 2   

無形固定  

資産  

 ソフト  

 ウェア 

5 4 1  

無形固定 
資産  

 ソフト 
 ウェア 

5 4 1  

  合計 3,152 1,718 1,433   合計 3,008 1,331 1,677  合計 3,182 1,690 1,491  

   

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

   

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

   

② 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内          499    １年内          465  １年内          465  

  １年超          933    １年超        1,211  １年超        1,026  

  合 計        1,433    合 計        1,677  合 計        1,491  

   

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。  

  

   

同   左  

   

   

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     297 

減価償却費相当額   297  

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     281 

減価償却費相当額   281  

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     585 

減価償却費相当額   585  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同   左  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同   左  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略している。 

（減損損失について）  

同   左  

  

（減損損失について）  

同   左  

  



  

  

（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはない。 

  

  

（１株当たり情報） 

  

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりである。 

  

  

（重要な後発事象） 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額  3,288.03円 １株当たり純資産額  3,189.37円 １株当たり純資産額  3,349.67円 

１株当たり中間純利益   0.77円 １株当たり中間純損失   34.59円 １株当たり当期純利益  31.65円 

潜在株式調整後 

 １株当たり中間純利益  0.77円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であるため記載していな

い。 

  

潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益 31.45円 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
 至 平成17年9月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
 至 平成18年9月30日）

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
 至 平成18年3月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益又

は中間純損失 
      

中間（当期）純利益又は中間純

損失（△）     （百万円） 
44 △ 2,004 1,865 

普通株主に帰属しない金額  

           （百万円） 
－ － 50 

（うち利益処分による役員賞与金 

          （百万円）） 
（－） （－） （50） 

普通株式に係る中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）  

（百万円） 

44 △ 2,004 1,815 

普通株式の期中平均株式数  

     （千株） 
57,206  57,932 57,362 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 
       

中間（当期）純利益調整額  

     （百万円） 
－ － － 

普通株式増加数     （千株） 

（うち新株予約権  （千株）） 

274  

（274） 

－  

（－） 

355  

（355） 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要  

   

              

    



  

  

  

(2)【その他】 

当期中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。 

    （注）平成18年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、支払い

を行う。 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日  
至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日） 

            平成18年5月10日開催の当社取締

役会において、従業員の退職金・

年金に係る新制度の導入および退

職給付水準の変更を決議した。こ

れにより、過去勤務債務約137億円

の発生が見込まれる。 

なお、過去勤務債務については

翌期において一時償却を行うこと

としている。 

  

   

(1) 決議年月日 平成18年11月13日

(2) 中間配当金総額 579,459,120円

(3) １株当たりの額  10円00銭

(4) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月 5日



第６【提出会社の参考情報】 

  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、中国財務局長に提出した証券取引法第２５条第１項各号に掲げ

る書類は、次のとおりである。 

  

  

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

  

該当事項なし 

１．有価証券報告書及びその添付書類  

（事業年度（第90期） 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

  平成18年 6月30日提出 

２．臨時報告書   平成18年 5月11日提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づいて提出したものであ

る。  
３．訂正報告書  

（上記臨時報告書の訂正報告書） 

  平成18年 7月14日提出 

４．臨時報告書   平成18年 9月26日提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づいて提出したものであ

る。  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月８日

  

株 式 会 社  中   電   工 

 取 締 役 社 長  加  藤  義  明   殿  

  

監 査 法 人 ト  ー  マ  ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  笠  原  壽 太 郎  印 

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  近  藤  敏  博  印 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中電工

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社中電工及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保

管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年１２月７日

  

株 式 会 社  中   電   工 

 取 締 役 社 長  加  藤  義  明   殿  

  

監 査 法 人 ト  ー  マ  ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  笠  原  壽 太 郎  印 

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  近  藤  敏  博  印 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中電工

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社中電工及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保

管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月８日

  

株 式 会 社  中   電   工 

 取 締 役 社 長  加  藤  義  明   殿  

  

監 査 法 人 ト  ー  マ  ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  笠  原  壽 太 郎  印 

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  近  藤  敏  博  印 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中電工

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第９０期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社中電工の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保

管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年１２月７日

  

株 式 会 社  中   電   工 

 取 締 役 社 長  加  藤  義  明   殿  

  

監 査 法 人 ト  ー  マ  ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  笠  原  壽 太 郎  印 

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員 公認会計士  近  藤  敏  博  印 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中電工

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第９１期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社中電工の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保

管している。 
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